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１．はじめに 
 2009年 10月に伊勢湾台風以来の大型台風18号が

直撃し、自動車試験場(愛知県田原市)北側の護岸に甚

大な被害を及ぼした。ここでは、経年劣化や台風影

響に因る護岸構造物の変状を調査・検討し、復旧対

策を実施した内容について報告する。 
２．護岸の劣化・被害状況 

当該護岸は、1973 年に構築された捨石式護岸(天
端高=MP+2.119m)で、前面に 2 層積みの消波ブロッ

クを配している（図 2-1）。 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-1 現状護岸断面(捨石式護岸) 

台風 18 号による被害を目視調査した結果、越波に

よって、護岸背面道路の As 舗装の剥離や陥没、道路

背面(陸側)に位置する防潮土堰堤の浸食、護岸上部コ

ンクリートの破損、敷地外周のフェンス・門扉や樹

木類の破損・流出が確認され、原形復旧に係る被害

総額は約 5,000 万円に上った（写真 2-1）。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
写真 2-1 護岸の被害状況 

 

３．護岸の変状およびメカニズム 
護岸の変状の詳細調査としては、護岸背面道路の

地中レーダー探査や護岸前面の消波ブロックの深浅

測量を実施した。その結果、①護岸背面地盤(舗装下)
の陥没・空洞化と護岸下部の隙間発生、および②消

波ブロックの沈下が判明した（図 3-1、写真 3-1・2）。 
①については、護岸背面道路のAs舗装に円形状(φ

≒1.0m)の陥没が生じて顕在化した。陥没箇所の試掘

調査の結果、吸出し防止シート(不織布)が破損し、護

岸背面側の土砂が前面(海側)へ流出して陥没を引起

したことが分かった。また、基礎捨石が沈下して護

岸下部に隙間を生じ、背面側へ波が侵入しているこ

とも目視確認できた。更に、護岸前面(海側)から護岸

下部の目視・測量調査を行った結果、基礎捨石との

隙間(奥行き)は、部分的に約 30cm に及ぶものの小規

模であり、護岸の安定性には影響しない程度であっ

た。これらの現象は、台風と直接的な因果関係はな

く、護岸構造の経年劣化に起因する変状と言える。�
については、永年に亘る波浪の影響に伴う揺すりこ

み沈下と推測され、設計波での護岸越波流量計算の

結果、護岸背面施設の重要度に対して、消波ブロッ

クの天端高は 1.5～2.0m 不足することが分かった。 
 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 現状護岸断面(捨石式護岸) 

 

 
 
 
 

写真 3-1 護岸の変状〈護岸下部の隙間〉 
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写真 3-2 護岸の変状 2〈吸出防止シートの破れ〉 

４．復旧対策（図・写真 4-1） 
社会資本構造物と異なり、民間企業が管理する護

岸では、構造物の重要性に応じて、リスク管理と費

用対効果に重点に置いた対策が求められる。 
①の復旧対策としては、護岸背面における吸出し

防止シート補修と改良土埋戻し、及び護岸下部への

間詰め石充填を実施した。その際、リスクの高い管

理用道路の安全確保を最優先としつつも、目視調査

や地中レーダー探査の結果を分析し、被害程度から

対策箇所数を絞り込むことによって、必要最小限の

コストに抑制した。②の対策としては、越波流量計

算・数値シミュレーション結果に基づき、消波ブロ

ック 2 層を増設したが、台風による護岸背面の被害

程度を調査してランク付けすることによって、対策

範囲を護岸全延長(≒1270m)の内の 610m に絞り込

んだ。また、消波ブロックの必要増設高さについて

は、「港湾施設の技術上の基準」に準拠すると、高さ

1.9m の増設に加えて護岸を 1.4m 嵩上げする必要が

あった。しかし、実際の被害状況を見ると、護岸嵩

上げなしで消波ブロックのみ 2層増設済みの範囲(延
長≒170m)では、台風 18 号により三河湾が異常潮位

(M.P.4.389m)に達したにも関わらず、被害程度は小

さく必要な消波対策効果が実証されたことから、今

回対策において必要増設高さの妥当性を判断する上

での一助とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1 復旧対策断面 

 
 
 
 
 
 

写真 4-1 復旧対策断面(施工完了) 
５．おわりに（維持管理の考え方） 
民間企業による土木構造物の維持管理では、①専

門知識を有する保全管理者の不足、及び②調査・メ

ンテナンスコストの負担に係る問題が大きい。当該

試験場においても、護岸背面道路等の保全管理は、

土木技術者ではなく試験場使用者に委ねられており、

経年的に進行する護岸の異常を早期に発見できなか

ったことも、被害を大きくした要因の一つに挙げら

れる。 
土木構造物のような長寿命構造物は、日常的なメ

ンテナンスによる異常事象の早期発見が、対策コス

トの抑制に繋がる。今回の工事では、護岸の維持管

理の観点から、位置・高さ情報を有する色付き消波

ブロック(写真 5-1)を一定の距離間隔で設置し、保全

管理者がパトロール時に変位や破損等の変状を早期

に発見するための工夫を行った。このような試みも、

日常的な保全管理活動に十分な時間を割くことので

きない民間企業においては、効率的な維持管理を行

う上での重要な標識になると考えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 5-1 色付き消波ブロック 
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